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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　知覚可能な印として媒体に設けられた知覚表示（１７３２）と、
　少なくとも前記知覚表示の周辺に配置された２次元の埋め込みアドレスコード（２１１
０）と、
　前記２次元の埋め込みアドレスコードの一部分を読み取る読み取り装置（１７１０）と
、
　前記読み取り装置により読み取られた前記一部分からその一部分の媒体上における位置
を検出し、検出された位置に関連づけられた前記知覚表示を指定する個別のポインタに変
換するトランスレータと、
　を含み、
　前記２次元の埋め込みアドレスコードは、
　それぞれが１次元のアドレスコードの並びの行である、平行に配列された第１コード行
、第２コード行、第３コード行、第４コード行を含み、
　前記第１コード行は第１の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第２コード行は第
１コード行に隣接し第２の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第３コード行は前記
第２コード行に隣接し前記第１の１次元アドレスコードの並びを前記第１コード行に対し
右方向にずらして含み、前記第４コード行は前記第３コード行に隣接し前記第２の１次元
アドレスコードの並びを前記第２コード行に対し左方向にずらして含み、
　前記一部分の読み取りに対し前記ポインタを発生することでユーザインターフェースと
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して機能する装置。
【請求項２】
　コンピュータが、知覚可能な印として媒体に設けられた知覚表示と少なくとも前記知覚
表示周辺に配置された２次元埋め込みアドレスコードとを用いて、前記知覚表示に関連づ
けられたポインタを発生することでユーザインターフェースとして機能する方法であって
、
　２次元埋め込みアドレスコードの一部分を読み取るステップ（２２１０）と、
　前記読み取り装置により読み取られた前記一部分からその一部分の媒体上における位置
を検出し、検出された位置に関連づけられた前記知覚表示を指定する個別のポインタに変
換するステップ（２２３８）と、
　を含み、
　前記２次元埋め込みアドレスコードは、
　それぞれが１次元のアドレスコードの並びの行である、平行に配列された第１コード行
、第２コード行、第３コード行、第４コード行を含み、
　前記第１コード行は第１の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第２コード行は第
１コード行に隣接し第２の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第３コード行は前記
第２コード行に隣接し前記第１の１次元アドレスコードの並びを前記第１コード行に対し
右方向にずらして含み、前記第４コード行は前記第３コード行に隣接し前記第２の１次元
アドレスコードの並びを前記第２コード行に対し左方向にずらして含み、
　前記一部分の読み取りに対し前記ポインタを発生することでユーザインターフェースと
して機能する、方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多次元アドレス空間の構築に関し、より詳細には、かかるアドレス空間のセル
フクロッキングアドレスカーペットグリフの具体化及びアドレスカーペットにおける方向
の明確化（disambiguation）技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
グリフはしばしば、２次元の、空間において周期的なセンタパタン（pattern of centers
）に書き込まれた細長いスラッシュのようなグリフにより、所定の空間フォーマットルー
ルに従って符号化される。この際、個々のグリフは、論理的「０」および「１」をそれぞ
れ符号化するために、垂直線の左右に約＋４５゜及び－４５゜傾けられている。これらの
単一ビットディジタル量の２つの論理状態に関し、グリフ符号が相互に直交することによ
り、符号の識別能力が十分に高められ、たとえ符号パタンが一般的に均一なグレイスケー
ル外観を有するほど細かい粒子のセンタパタンで書き込まれている場合でも、埋め込まれ
た情報を回復させることができる。
【０００３】
従来から、画像ドメインにアドレス空間を構成するという一般的な主題を扱う提案がなさ
れている。例えば、アドレス空間は、循環擬似ノイズディジタルビットシーケンス（cycl
ical pseudo-noise digital bit sequences）（「ＰＮシーケンス」と呼ぶこともある）
と他のタイプの最大長さ（maximal length-like）ディジタルビットシーケンス（すなわ
ち、Ｎビットごとのシーケンスが独自（unique）である、長さＬのシーケンス）とを、２
次元の空間周期的セルフクロッキンググリフコードパタンに符号化することにより構築で
きる。これら従来からの提案における統一テーマとして、以下の方法により２次元のアド
レス空間を構築することが勧められている。すなわち、前記タイプの少なくとも２つのビ
ットシーケンスを、これらのビットシーケンスが符号化されてグリフの各非平行ラインに
沿って所定の方向に伝搬するように、前述のようなコードパタンにマッピングする方法で
ある。
【０００４】
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ビットシーケンスをその主軸に位置合わせされたコードパタンにマッピングする必要はな
いことが示されているが、グリフの相対アドレスを標準的なデカルト座標（すなわち、グ
リフの単位で表される「ｘ」及び「ｙ」パラメータ）において決定するのに必要なコンピ
ュータ操作を減らす目的で、このようなマッピングの使用は望ましいことが多い。さらに
、これらのビットシーケンスの符号は、グリフコードパタンに完全又は部分的にまたがる
こともあるので、それら（ビットシーケンス）により提供されるアドレス指定は、その符
号化の両方に投影されるグリフコードパタンの部分においてのみ有効であることを理解す
べきである。さらに、前述のビットシーケンスは、単一又は断片的デューティー比（unit
ary or fractional duty ratios）で、これらの非平行ラインにおけるグリフにマッピン
グできるが、アドレス空間内でグリフの相対アドレスを算出することが望ましいアプリケ
ーションでは、空間的に循環するマッピングが好ましいことが認識されている。
【０００５】
最大ビット長さシーケンス（maximal bit length sequence）の各ビットは、そのシーケ
ンスにおける所定の独自に決定可能な論理的位置に存在する。したがって、順序づけられ
た整数の指数（ordered index of integers）を一般的に用いて、シーケンス内のそれぞ
れの順序づけられた論理位置に基づきこれらのビットが互いに識別される。もちろん、位
置に依存するこれらの指数を、かかるシーケンスのビットを符号化するグリフの選択的な
アドレス指定に用いることもできる。しかしながら、これらのグリフまたは２次元グリフ
コードパタンに含まれる他の任意のグリフの空間的位置を独自に識別するには、少なくと
も１つのさらなる次元が必要である。これらの個々のグリフの独自識別子は、グリフコー
ドパタンにおいて個々のグリフが存在する独自の位置を識別するために、「絶対アドレス
」と呼ばれる。
【０００６】
すでに知られているように、前記のタイプのアドレス空間においてほぼすべての所与のグ
リフの空間アドレス（すなわち、絶対アドレス）は、少なくとも第１の近似値までは識別
可能であるが、これは、所与のグリフの公称中心と各最大長さビットシーケンスを符号化
する非平行ラインとの間のオフセット距離（もしあれば）を特定する距離（metric）によ
り識別される。なお、これらのオフセットは、コードパタンの主軸に平行して測定され、
グリフの単位で表される。規則的な方形のセンタ格子に書き込まれたセルフクロッキング
グリフコードパタンの主軸に位置合わせされた直交ライン上のグリフにより最大長さシー
ケンスを符号化するアプリケーションにおいては、上述の距離は、標準デカルト座標シス
テムにおける実質的な精度によって、所与のグリフの空間的位置を識別するｘ／ｙ座標対
に縮小される（reduce）。しかしながら、これらの最大ビット長さシーケンスが符号化さ
れるライン上の交点は、これらの交点のいずれかにグリフがある場合には設計の選択自由
度を制限する傾向がある。
【０００７】
幅と高さの少なくともいずれかが予め定められたセンタの格子にグリフが書き込まれ、そ
の結果、これらの次元の少なくとも１つに沿って、コードパタンの各ライン上に、既知の
又は決定できる固定数のグリフが存在すれば、セルフクロッキンググリフコードパタンに
おけるグリフの明確な空間的アドレス指定に対する上記の望ましくない限定を避けること
ができる。より具体的には、このようなコードパタンの特殊分類に対する解決法として、
最大長さビットシーケンス（または、インターリーブされた、比較的主要な最大長さビッ
トシーケンスの組み合わせ）をラスタのようなパタンでグリフに符号化することが提案さ
れている。ラスタパタンは、論理的に順序づけられたシーケンスのビットを発生させるべ
く選択され、これによりビットシーケンスは、コードパタンの既知の寸法（例えば幅）に
沿って端部から端部へ空間的に伝搬し、さらにコードパタンの他の寸法（例えば長さ）に
より緩やかに、例えば上から下への順序で伝搬する。このような、最大長さビットシーケ
ンスのラスタ符号化は、ビットシーケンスを、コードパタンモジュール、すなわち既知の
又は計算可能な数のグリフ（すなわち、コードパタンがその既知の寸法に沿って含むグリ
フの数）に、効果的に「まとめる」。したがって、コードパタン内の任意の所与グリフの
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空間アドレスは、ビットのシーケンス指数を既知のグリフカウント／ラインモジュールで
割ることにより、グリフによって符号化されたビットのシーケンス指数から、ｘ／ｙ座標
空間において求めることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、空間的アドレス指定の問題の解決策であるこのようなラスタ符号化スタイルは
、コードパタンの分類が制約されるだけでなく、コンピュータ操作上でもコストがかかる
。この方法のコンピュータコストが上がるのは、最大長さビットシーケンスが独自でなけ
ればならないサブシーケンスのビット長さＮが、扱われているアドレス空間の平方根の関
数として定められる（scales）ためである。このスケーリングは、最大長さビットシーケ
ンスの単一相（unique phase）（または「ビット指数位置」）の数がＮ2－１により求め
られるという事実に伴う結果である。
【０００９】
したがって、論理的に順序づけられたアドレス情報を、セルフクロッキンググリフコード
パタンの全ての又は一部のグリフに埋め込み、かかるコードパタンにおいて個々のグリフ
の独自の空間位置を、コンピュータ操作上より効率的に識別するためのよりフレキシブル
な技術が明らかに望まれている。これらのコードパタンをＮ次元の空間においてパラメー
タ表示し、これらのアドレス空間またはその断片を使用して、２次元及び３次元の物体を
階層的に識別することが望ましい。
【００１０】
人間が解釈可能なファイルの文字による表示（textual representation）、図形表示、ま
たは文字と図形の混合表示であって、このユーザインターフェースを介してアクセス可能
な表示が、このアドレス空間における各アドレスに対して重ねてまたは並べて空間的に記
録される。これらの空間アドレスは、コンピュータにより認識可能な各ファイル名の記載
と、必要であれば名前を付けたファイルのディレクトリへの経路とともに、ルックアップ
テーブルなどに論理的に記録される。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る装置は、知覚可能な印として媒体に設けられた知覚表示（１７３２）と、
少なくとも前記知覚表示の周辺に配置された２次元の埋め込みアドレスコード（２１１０
）と、前記２次元の埋め込みアドレスコードの一部分を読み取る読み取り装置（１７１０
）と、前記読み取り装置により読み取られた前記一部分からその一部分の媒体上における
位置を検出し、検出された位置に関連づけられた前記知覚表示を指定する個別のポインタ
に変換するトランスレータと、を含み、前記２次元の埋め込みアドレスコードは、それぞ
れが１次元のアドレスコードの並びの行である、平行に配列された第１コード行、第２コ
ード行、第３コード行、第４コード行を含み、前記第１コード行は第１の１次元アドレス
コードの並びを含み、前記第２コード行は第１コード行に隣接し第２の１次元アドレスコ
ードの並びを含み、前記第３コード行は前記第２コード行に隣接し前記第１の１次元アド
レスコードの並びを前記第１コード行に対し右方向にずらして含み、前記第４コード行は
前記第３コード行に隣接し前記第２の１次元アドレスコードの並びを前記第２コード行に
対し左方向にずらして含み、前記一部分の読み取りに対し前記ポインタを発生することで
ユーザインターフェースとして機能する。
【００１２】
　また、本発明に係る方法は、コンピュータが、知覚可能な印として媒体に設けられた知
覚表示と少なくとも前記知覚表示の周辺に配置された２次元埋め込みアドレスコードとを
用いて、前記知覚表示に関連づけられたポインタを発生することでユーザインターフェー
スとして機能する方法であって、２次元埋め込みアドレスコードの一部分を読み取るステ
ップ（２２１０）と、前記読み取り装置により読み取られた前記一部分からその一部分の
媒体上における位置を検出し、検出された位置に関連づけられた前記知覚表示を指定する
個別のポインタに変換するステップ（２２３８）と、を含み、前記２次元埋め込みアドレ
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スコードは、それぞれが１次元のアドレスコードの並びの行である、平行に配列された第
１コード行、第２コード行、第３コード行、第４コード行を含み、前記第１コード行は第
１の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第２コード行は第１コード行に隣接し第２
の１次元アドレスコードの並びを含み、前記第３コード行は前記第２コード行に隣接し前
記第１の１次元アドレスコードの並びを前記第１コード行に対し右方向にずらして含み、
前記第４コード行は前記第３コード行に隣接し前記第２の１次元アドレスコードの並びを
前記第２コード行に対し左方向にずらして含み、前記一部分の読み取りに対し前記ポイン
タを発生することでユーザインターフェースとして機能する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
ここで図面において、特にこの時点では図１において、従来どおりのセルフクロッキング
グリフコードパターン２１を示す。このコードパターン２１は、延長されたスラッシュに
似た印、又は「グリフ」２２及び２３を含み、適切な記録媒体２４上の中心の概して規則
的な長方形の格子に書かれる。適切には、グリフ２２及び２３はプリンタ（図示せず）に
よって印刷され、このプリンタは３００ｄ．ｐ．ｉ．から６００ｄ．ｐ．ｉで動作し、４
画素ｘ４画素から７画素ｘ７画素のグリフの表示を、規則的に間隔を空けられた中心に印
刷する。この中心は、記録媒体２４の横方向と縦方向に分配され、長方形のコードパター
ン２１を形成する。標準の照明条件下で、通常の読書距離において、これらの細粒グリフ
コードパターンのグリフを、補助を受けない人間の目で解像することは容易ではない。こ
のため、コードパターン２１は典型的には概して均一のグレイスケールの見かけをもつが
、それでもグリフコードは、機械読込み可能なデジタル情報を効果的に通信する能力があ
る。この機能を実行するために、２５に示すように、グリフ２２及び２３はそれぞれ、通
常は、左と右に、記録媒体２４の長手方向から＋４５°及び－４５°傾き、２進数の「１
」と「０」とを符号化する。
【００１４】
実施において、図１４に示すように、アドレス空間の断片８５から９１がそれぞれ、対象
１０５から１１１に及び／又は、対象に実質上永続的に又は一時的に固着された他の基板
に、直接書かれてもよい。二次元のアドレス空間をこの適用例に用いることができるが、
より完全にパラメータを与えられたアドレス空間、例えばＡＬ１、．．．ＡＬｎと標識付
けされたアドレス空間、は階層性の組織を持ち、図示するようにこれを用いて対象識別子
８５から９１を、対象の種類又はその他の望まれる分類によって、階層組織化できる。
【００１５】
図２は、グリフアドレスカーペットを使って設定されたグラフィカルユーザインターフェ
ースの例を示す図である。このインターフェースは二つの構成部分を含む。（１）感覚の
印、と（２）グリフアドレスカーペット１６１２を含む背景と、である。図２の感覚の印
は、好適には視覚的な印で、特にアイコン１６１０などのグラフィック要素である。グリ
フアドレスカーペット１６１２は、グラフィック要素の背景の壁紙として使われる。背景
を形成するグリフパターンは、「アドレスカーペット」と呼ばれる。これは、グリフが復
号されて、各場所に特有のアドレス情報を提供できるからである。
【００１６】
図２に示すように、グリフアドレスカーペットの一部であるグリフによって、アイコンが
部分的に形成されてもよい。グリフトーン（ｇｌｙｐｈｔｏｎｅ）（例えば、トウ（Ｔｏ
ｗ）に与えられた米国特許第５，３１５，０９８号を参照）の場合や、サーペントーン（
ｓｅｒｐｅｎｔｏｎｅ）（カレー（Ｃｕｒｒｙ）に与えられた米国特許第５，７０６，０
９９号を参照）の場合では、印が、実質上グリフそのものを含んでもよい。グリフは、ア
ドレス情報を符号化するので、グリフの一部を光学的に読み込み、復号してローカル位置
特有のアドレスを決定することができる。
【００１７】
グリフアドレスカーペットを使って設定されたグラフィカルユーザインターフェースは、
そのインターフェースの構成部分を表示できるどの媒体でも設定できる。よって、インタ
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ーフェースは、紙、ラベル、物理的な対象、写真術媒体などのハードコピー上に設定され
てもよく、陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイや液晶（ＬＣＤ）ディスプレイなどの動的な
ディスプレイ上に設定されてもよく、又は、スライド映写機やテレビなどの、固定又は動
的な媒体から映写するディスプレイ上に設定されてもよい。
【００１８】
　ここで説明する実施形態では、グリフを用いるが、その他の方法として、グリフは、ど
のようなシステムに置き換えられてもよく、このシステムは、可視及び不可視のシステム
を含み、データアドレスコードを提供する。ここで説明する実施形態では、視覚的な印を
用いるが、その他の方法として視覚的な印を感覚的な印に置き換えることもでき、この感
覚的な印は、機械読込み可能なデータアドレスコードが、アドレスの論理的な参照を提供
する間に、ユーザ又は機械を導き場所を選択するように働くことができる。ここで説明す
る実施形態では、紙の基板を用いるが、この紙の基板はどのような媒体によって置き換え
られてもよく、この媒体は、データアドレスコードを埋め込むことができ、機械によって
読込み可能である。
【００１９】
感覚的な印は、データアドレスコードと同じ媒体に埋め込まれてもよいし、又は他の媒体
に埋め込まれてもよい。その他の方法として、感覚的な印は、グリフに投影されてもよく
、又はグリフが感覚的な印に投影されてもよい。
【００２０】
図３は、像捕捉システムのブロック図であり、この像捕捉システムを使い、グリフアドレ
スカーペット１７３２などのグラフィカルユーザインターフェースのユーザが選択した一
部を捕捉し、捕捉された部分のグリフを復号できる。一つの実施形態では、コンピュータ
システム１７１２は、例えば従来のパーソナルコンピュータ又はラップトップコンピュー
タなどの汎用コンピュータシステムであり、メインメモリ１７１６、読出し専用記憶装置
（ＲＯＭ）１７１８、記憶装置１７２０、プロセッサ１７２２、通信インターフェース１
７２４を有し、この全てがバス１７２６によって相互連結されている。バス１７２６はま
た、ディスプレイ１７３０、カーソルコントロール１７１４、フレームキャプチャ１７２
８にも接続されている。
【００２１】
像捕捉装置１７１０、この場合はカメラペン（ｃａｍｅｒａ ｐｅｎ）は、フレームキャ
プチャ１７２８及びマウス１７３１に接続されている。カメラペン１７１０は、像の情報
をフレームキャプチャ１７２８に送信する。一つの実施形態では、カメラペン１７１０の
ボタン１７１５がマウス１７３１に有線で接続され、ユーザがボタン１７１５を押した時
に、信号がマウスの回路であるフレームキャプチャ１７２８を通りカーソルコントロール
１７１４に送られる。この信号によって、プロセッサ１７２２は、フレームキャプチャ１
７２８に指示を出すプログラムを開始しカメラペン１７１０から像を捕捉する。もう一つ
の実施形態では、カメラペン１７１０からの像ライン及び信号ラインの両方が、フレーム
キャプチャカード１７２８に直接入力される。カメラペン１７１０とコンピュータ１７１
２との間のラインは、カメラペン１７１０から像の捕捉を提供する有線のいずれの方法で
接続してもよい。
【００２２】
ユーザは、グリフアドレスカーペット１７３２上の視覚的な印上又は印の近くにカメラペ
ン１７１０を配置し、ボタン１７１５を押すことによって、選択をする。ボタン１７１５
を押すことによってカメラペン１７１０は、カメラペン１７１０の先端の下にあるアドレ
スカーペットの部分を捕捉し、フレームキャプチャ１７２８を介して、分析のためにコン
ピュータ１７１２に像を送信する。ボタン又は複数のボタンは、ダブルクリックや維持動
作などの追加の信号のために使うことができる。
【００２３】
図４は、ホットゾーン（ｈｏｔ ｚｏｎｅ）を設定するユーザインターフェースの実施形
態を示す。ホットゾーンとは、視覚的な印上又はその近くの領域で、この領域が選択され
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た時に、その視覚的な印を選択した場合と同じ効果を持つ場所である。好適な実施形態で
は、ホットゾーンは、視覚的な印を取り囲んでもよい。例えば、図４では、アイコン「Ｄ
ａｖｉｄ’ｓ ＤＯＣ２」は、破線で示すホットゾーンをもつ。もしユーザがこのホット
ゾーン内を選択すれば、アイコン「Ｄａｖｉｄ’ｓ ＤＯＣ２」が選択される。これによ
り、ユーザが視覚的な印上又はその近くで選択することが可能になる。この選択は、シス
テムによって、まるで視覚的な印が選択されたように扱われる。ホットゾーンは、アドレ
スカーペット上での視覚的に違う色合いなどを含む視覚的な印によって明示されてもよく
、又は適当な接近という暗に示すものでもよい。
【００２４】
図４はまた、グリフアドレスカーペットコーディング組織の好適な実施形態も示す。各グ
リフは、前方スラッシュ又は後方スラッシュのどちらかである。グリフの行と列の方向及
び間隔はそれぞれ、ＯGX及びＯGYで示されている。図にＡとＢとで示すように、Ａコード
は一行おきにあり、その間にＢコードが混ぜ合わされている。右下に向かっての対角線に
沿っては、全てのＡの値が好適には同一である。同様に、左下に向かっての対角線に沿っ
ては、全てのＢの値が好適には同一である。
【００２５】
図５は、カメラペン１７１０を使った選択処理を示すブロック図である。各アイコンは、
破線のホットゾーン１９１０で示される実際の選択範囲をもつ。カメラペン１７１０の先
端は１９１４で示される範囲を覆う。カメラペン１７１０の先端の方向は、Ｙc軸及びＸc

軸によって示される。選択するためには、ユーザがカメラペン１７１０の先端を、選択す
る範囲の上に配置する。ユーザがボタン１７１５を押すと、範囲１９１４内の像が捕捉さ
れる。コンピュータ１７１２が捕捉された像を分析し、選択範囲１９１４の中心１９１２
の位置を決定する。中心１９１２の位置の決定後、中心１９１２の位置を使い、中心１９
１２に対応する機能を調べる。
【００２６】
図６は、第二の種類の選択処理を示す図であり、この処理は本発明の原理に基づくグラフ
ィカルユーザフェースを実行するために使ってもよい。この実施形態では、カメラペン１
７１０は、指示装置を先端に取付けられて備え、したがって、カメラペンの像捕捉範囲を
ユーザが指した場所からずれさせる。例えば、図６では、ユーザはアイコン「Ｄａｖｉｄ
’ｓ ＤＯＣ」を指して選択するが、カメラペン１７１０の像捕捉範囲２０１４はアイコ
ンからずれ、その中心は２０１２にある。この場合、コンピュータ１７１２が実際の選択
を、（１）像範囲２０１４と（２）選択された範囲の方向と（３）像捕捉範囲からのずれ
の距離及び方向とに基づき、中心２０１２から決定する必要がある。ずれは、以下に説明
する捕捉像復号処理からのグリフ格子パラメータを用いて計算される。
【００２７】
図３に戻り、一つの実施形態では、メインメモリ１７１６は、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）又は、プロセッサ１７２２が実行した命令を保存する動的な記憶装置である。メ
インメモリ１７１６はまた、命令を実行するために使われる情報を保存していてもよい。
ＲＯＭ１７１８は、プロセッサ１７２２によって使われる静的な情報及び命令を保存する
ために使われる。記憶装置１７２０は、例えば磁気又は光学ディスクであり、これもまた
、コンピュータシステム１７１２の動作に使われる命令及びデータを保存する。
【００２８】
ディスプレイ１７３０は、ＣＲＴ又は他の種類のディスプレイ装置であってもよい。カー
ソルコントロール１７１４は、ディスプレイ１７３０上のカーソルの動きを制御する。カ
ーソルコントロール１７１４は、例えばマウス、トラックボール又はカーソル方向キーで
あってもよい。
【００２９】
図３に示すシステムを使い、以下に示すグリフアドレスカーペット捕捉及び変換システム
を実行することができる。ここで説明する装置及び方法は、コンピュータシステム１７１
２によって、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組合わせ
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を使うことによって設置できる。例えば、ここで説明する装置及び方法は、メインメモリ
１７１６、ＲＯＭ１７１８、又は記憶装置１７２０の一つ又はそれ以上の中のプログラム
として実行してもよい。一つの実施形態では、プロセッサ１７２２がプログラムを実行し
、グリフアドレスカーペットの捕捉された部分を分析し、グリフに符号化されたアドレス
情報を決定する。
【００３０】
このようなプログラムは、メインメモリ１７１６に他のコンピュータ読込み可能な媒体、
例えば記憶装置１７２０から読み込まれてもよい。メインメモリ１７１６に含まれた一連
の命令の実行によって、プロセッサ１７２２が、ここで説明する本発明に基づく処理ステ
ップを実行する。また、メインメモリ１７１６に含まれた一連の命令の実行によって、処
理ステップを実行するための装置構成部分をプロセッサが設置する。配線された回路を、
ソフトウェア命令の代わりに又はソフトウェア命令と組み合わせて使い、本発明を実施し
てもよい。よって、本発明の実施形態は、ハードウェア回路とソフトウェアとの特定の組
合わせに限定されるものではない。
【００３１】
　ここで使われる用語「コンピュータによって読込み可能な媒体」とは、命令を実行のた
めにプロセッサ１７２２に提供する作業に参加するいずれかの媒体を意味する。このよう
な媒体には多数の形式があり、これに制限されないが、不揮発性記憶媒体、揮発性記憶媒
体、及び送信媒体を含む。不揮発性記憶媒体は、例えば記憶装置１７２０などの光学又は
磁気ディスクを含む。揮発性記憶媒体は、メインメモリ１７１６などのＲＡＭを含む。送
信媒体は、同軸ケーブル、銅線、及び光ファイバを含み、バス１７２６を形成する配線を
含む。送信媒体はまた、電波及び赤外線データ通信の過程で発生するような音響又は光の
波の形を取ることもある。
【００３２】
コンピュータによって読込み可能な媒体の一般的な形は、例えば、フロッピディスク、フ
レキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ又は他の磁気記憶媒体、ＣＤ－ＲＯＭ
、他の光学媒体、穿孔カード、紙テープ、穴のパターンを有する他の物理的な媒体、ＲＡ
Ｍ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、他のメモリチップ又はカートリッ
ジ、以下に説明されるような搬送波、又はコンピュータが読み込み、使うことのできる他
の媒体を含む。
【００３３】
様々な形の、コンピュータが読込み可能な媒体が、命令の実行のために一以上の一連の命
令をプロセッサ１７２２に運ぶことに関連する場合がある。例えば命令は、最初に磁気デ
ィスク又は遠隔のコンピュータによって運ばれてもよい。遠隔のコンピュータは、その動
的なメモリに命令をロードし、モデムを使って電話回線上に命令を送信できる。コンピュ
ータシステム１７１２に限られるモデムが、電話回線上でデータを受信し、赤外線送信機
を使ってデータを赤外線信号に変換できる。適切な回路に結合された赤外線検出器が、赤
外線信号内で運ばれたデータを受信し、このデータをバス１７２６に配置できる。バス１
７２６はデータをメインメモリ１７１６に運び、このメインメモリ１７１６からプロセッ
サ１７２２が命令を引き出し実行する。メインメモリ１７１６で受信された命令は、プロ
セッサ１７２２での実行の前又は後に、記憶装置１７２０に任意に保存してもよい。
【００３４】
コンピュータシステム１７１２はまた、通信インターフェース１７２４をバス１７２６に
結合して備える。通信インターフェース１７２４は、他のシステムへの双方向通信を提供
する。例えば、通信インターフェース１７２４は統合サービスデジタル通信網（ＩＳＤＮ
）カード又はモデムであって、データ通信接続を対応する種類の電話回線に提供してもよ
い。通信はまた、例えば構内ネットワーク（ＬＡＮ）カードであって、ＬＡＮに通信を提
供してもよい。通信インターフェース１７２４はまた、無線カードであって、コンピュー
タシステム１７１２と無線システムとの間に無線通信を設定してもよい。このような設定
のいずれであっても、通信インターフェース１７２４は電子、電磁、又は光学信号を送信
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及び受信し、この信号は、様々な種類の情報を表すデータストリームを運ぶ。
【００３５】
通信インターフェース１７２４と外部の装置及びシステムとの間のリンクは、典型的には
一以上のネットワーク又は他の装置を通じてデータ通信を提供する。例えば、リンクは、
ホストコンピュータ又は、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）によって動作す
るデータ装置への構内ネットワーク（図示せず）への接続を提供してもよい。ＩＳＰは、
現在一般的には「インターネット」として知られる世界的なパケットデータ通信ネットワ
ークを通じてデータ通信サービスを提供する。構内ネットワーク及びインターネットは両
方、デジタルデータストリームを運ぶ電子、電磁、又は光学信号を使う。デジタルデータ
をコンピュータシステム１７１２へ又はコンピュータシステム１７１２から運ぶ、様々な
ネットワークを通じての信号及びネットワークと通信インターフェース１７２４との間の
信号は、情報を運ぶ搬送波の形式の例である。
【００３６】
コンピュータシステム１７１２は、ネットワークを通じ、通信インターフェース１７２４
と外部システム又は装置との間のリンクを介して、メッセージを送信し、プログラムコー
ドを含むデータを受信することができる。インターネット上では、例えばサーバが、アプ
リケーションプログラムのために要求されたコードをインターネット、ＩＳＰ、構内ネッ
トワーク、通信インターフェース１７２４を通じて送信する場合もある。
【００３７】
ネットワークから受信したプログラムコードは、プロセッサ１７２２によって受信と同時
に実行してもよく、後に実行するために記憶媒体１７２０などのメモリに保存してもよく
、又はこの両方を行ってもよい。この方法によって、コンピュータシステム１７１２は、
搬送波の形でアプリケーションコードを取得できる。
【００３８】
図７は、グリフアドレスカーペット１７３２に符号化されたアドレスコードの実施形態を
示す。より詳しくは、図７はグリフアドレスカーペットの一部２１１０を示す。アドレス
は、行に「Ａ」アドレスコードのシーケンスと「Ｂ」アドレスコードのシーケンスとを交
互に配置し符号化される。各行の各シーケンスに沿った位置は、所定の長さの副シーケン
スから明白に決定できるべきである。例えば、Ｎビットのシフトレジスタの最大の長さの
コードは、Ｎビットの副シーケンスからその位置を特定できる。各アドレスコードシーケ
ンスは１５ビットのシーケンスであり、Ａシーケンスは左から右に、Ｂシーケンスは逆の
方向に右から左へと索引をつけられる。Ａコードシーケンスの各行は、Ａアドレスの一つ
前又は次の行からグリフの位置にして二つずれる。同様に、Ｂコードシーケンスの各行は
、逆の方向に二つの位置ずれる。よって、符号化組織は、二つの特徴をもつ。一つは、一
次元の特有のアドレスコードの二つの集合を含む平行な行であり、もう一つは、二つの集
合からの各ペア間のずれが特有になるような、二つの集合の構成員内での相対的なずれで
ある。これによって、二次元の特有のアドレス位置が確立される。
【００３９】
コンピュータ１７１２は、捕捉された像の範囲を分析し、グリフに符号化されたアドレス
情報を二つのステップで復号する。理想的には、ユーザがカメラペン１７１０をグリフア
ドレスカーペット１７３２上の一部に配置し、図７に示すようなビットのパターンに示さ
れるように角度を整列して像を捕捉する。しかし現実では、ユーザがカメラペン１７１０
を興味対象の範囲の上で様々な方向に向け、このため、パターンは０°から３６０°のど
の角度にも方向付けられる場合がある。したがって、コンピュータ１７１２は、アドレス
情報を復号し解釈するための第一のステップとして、像の方向を決定する必要がある。
【００４０】
像の方向は、捕捉された像を分析することで決定される。この処理は、明確化と呼ばれる
（例えばハットら（Ｈａｃｈｔ ｅｔ ａｌ．）に与えられた米国特許第５，５２１，３７
２号を参照）。像の適切な方向を決定した後、コンピュータ１７１２は、アドレスカーペ
ット上で選択された位置のアドレスを復号する。コンピュータ１７１２によって実行され
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る明確化及びアドレス復号処理を、ここから、より詳しく説明する。
【００４１】
図８および図９は、獲得したイメージ領域に関してコンピュータ１７１２が行う明確化(d
isambiguation)およびアドレス復号処理を示すフローチャートである。コンピュータ１７
１２は明確化処理を始めるにあたり、アドレスカーペットの獲得部分をイメージ処理して
グリフシードを見つける。グリフシードは最初に確認されたグリフであり、その回りには
可読グリフが有る。一旦グリフシードを見つけると、その周辺部を処理することでグリフ
格子を検出できる（添付書類ＡおよびＢを参照）。次に、グリフを復号して１または０で
示し、グリフ格子列に対応する列と行とを有するバイナリデータマトリクスに埋める。９
０°および１８０°の回転に関する配向は、まだ曖昧かもしれない。
【００４２】
図１０は、カメラペン１７１０によって獲得したグリフ格子を元に作成したバイナリデー
タマトリクス（ＢＤＭ）を示す。ＢＤＭはグリフ格子に対応する場所を有する。したがっ
て、ＢＤＭの大きさはグリフ格子の大きさに密接に対応する。
【００４３】
グリフ格子の各位置を分析し、ＢＤＭの対応位置にどの値を配置するかを決定する。まず
、ＢＤＭにΦ等の値を埋める。これは、グリフを読む試みがまだなされていないことを示
す。特定位置に対応するグリフを分析した後、その位置のΦをそのグリフ分析結果で置き
換える。
【００４４】
図１０では、Ｂはボーダー位置を示す。Ｘはグリフ格子の対応場所に翻訳不能グリフが見
つかったことを示す。Ｅは獲得メージ部分の端部にあるグリフを示す。０はバックスラッ
シュグリフを示す。１はフォワードスラッシュグリフを示す。獲得イメージに対応するマ
トリクス領域は、０および１で埋められる。端部にはＥがあり、Ｘは可読グリフがない位
置に対応する。しかし現実には、一般的にＢＤＭは類似パターンを有するようになるが、
値は同様に均一には配置されない場合が多々ある。例えば、獲得イメージ内のグリフ位置
にＸがくることがある。これは、グリフが消去されると生じる。丸や四角で囲んだいくつ
かの値は、２本の別個のコード列を示す。これらの列は逆方向に互い違いに配列されてい
る。
【００４５】
ユーザが選択を行う場合、ユーザはユーザインターフェイス上でカメラペンを任意の方向
に向けるので、獲得されたイメージは、任意の角度に配向されている可能性がある。した
がって、ステップ２２１０においてコンピュータ１７１２が獲得イメージを元にした０お
よび１をＢＤＭから引き出すことができたとしても、そのイメージを獲得する元になった
グリフアドレスカーペットのオリジナルコードパターンに対してＢＤＭが０°（つまり正
確な配向）、９０°、１８０°または２７０°のいずれに配向されているかは不確かであ
る。獲得イメージの配向が決定されるまで、ＢＤＭから正確なアドレスコードを引き出す
ことはできない。配向は、物理的システム制約(physical system constraints)等の予備
情報を用いて示すことができるが、アドレスコードから直接、独自に決定することもでき
る。
【００４６】
グリフを０および１に変換した後、基準グリフ格子を選択する（ステップ２２１１）。こ
の位置は多様な方法で選択してもよいが、一般的に、関連の選択を示す位置である。例え
ば、基準グリフ格子はＢＤＭの中心である得る。
【００４７】
イメージをＢＤＭに変換した後、コンピュータ１７１２によって処理する（ステップ２２
１２）。獲得したイメージから作成したオリジナルＢＤＭをＢＤＭ１とよぶ。コンピュー
タ１７１２はＢＤＭ１のコピーを作成し、コピーを時計方向に９０°回転させて第２バイ
ナリデータマトリクスＢＤＭ２を作成する（ステップ２２１４）。ＢＤＭ１を９０°回転
させることにより、ＢＤＭ１の列がＢＤＭ２の行に、ＢＤＭ１の行がＢＤＭ２の列になる
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。さらに、ＢＤＭ２の全ビット値を０から１に、１から０にひっくり返す。これは、４５
°スラッシュグリフを９０°回転させると、回転していない状態でのグリフの逆になるか
らである。
【００４８】
次にコンピュータ１７１２は、ＢＤＭ１の奇数列と偶数列に対して別々に相関処理を行い
（ステップ２２１６）、どのコード列が前方あるいは後方にずれているか(staggered)を
検出する。相関処理は、ＢＤＭ２の奇数および偶数列に対しても行う（ステップ２２１８
）。各ＢＤＭの全列に対して相関処理を行う。この結果、ＢＤＭ１に対して相関値Ｃ１が
、ＢＤＭ２に対して相関値Ｃ２が、それぞれ得られる。
【００４９】
図１１は、図９の相関ステップ２２１６、２２１８の実施の形態を示すフローチャートで
ある。この処理により、ＢＤＭにおける各方向の対角線に沿った一行おきの相関値を検出
し、列相関値を合計して、奇数または偶数列の最終的な相関値を形成する。この処理を、
ＢＤＭ１の奇数列に対して行いＢＤＭ１の相関値Ｃ１ＯＤＤを、ＢＤＭ１の偶数列に対し
て行いＢＤＭ１の相関値Ｃ１EVENを、ＢＤＭ２の奇数列に対して行いＢＤＭ２の相関値Ｃ
２ODDを、ＢＤＭ２の偶数列に対して行いＢＤＭ２の相関値Ｃ２EVENを、それぞれ形成す
る。ＢＤＭが０°または１８０°に配向されていれば、他の配向のＤＢＭより大きなＣOD

D＋ＣEVENを有することになる。
【００５０】
コンピュータ１７１２は、最初にＢＤＭを入力し（ステップ２４１０）、次に一列おきに
仮マトリクスにコピーする（ステップ２４１２）。同様の処理を右向および左向の斜線に
対して行う。ステップ２４１４、２４１６、２４１８、２４２０、２４２２および２４２
４では、右向斜線に対して処理を行う。例えば、図１２では、これらのステップにおいて
、左上から右下にかけての斜線に沿って相関関係を算定する。最初に、列カウントＮと相
関値Ｃ＿ＲＩＧＨＴとを初期化してゼロにする（ステップ２４１４）。列Ｎを２位置分右
に移動して、次の列に相関させる（ステップ２４１６）。次に、Ｃ＿Ｎをこの値に設定す
る（ステップ２４１８）。続いて、Ｃ＿ＲＩＧＨＴをＣ＿ＲＩＧＨＴ＋Ｃ＿Ｎに設定し（
ステップ２４２０）、Ｎを増加する（ステップ２４２２）。列カウントＮがＮｍａｘ以上
であれば、この処理後にステップ２４２６に進む。この時、ＮはＢＤＭ中の奇数または偶
数列の数である。ＮがＮｍａｘ未満であれば、この処理後にステップ２４１６に進む。し
たがって、この処理によって各隣接列を相関させた後では、相関値Ｃ＿ＲＩＧＨＴは、右
向斜線に沿った相関の強さを示す。
【００５１】
図１１の左側に示すステップは、ステップ２４１４、２４１６、２４１８、２４２０、２
４２２、２４２４に類似し、右上から左下にかけた斜線を処理して、Ｃ＿ＬＥＦＴを求め
る。左右の斜線を相関させてＣ＿ＲＩＧＨＴとＣ＿ＬＥＦＴとを決定した後、最終相関値
Ｄを決定する。これは、Ｃ＿ＲＩＧＨＴからＣ＿ＬＥＦＴを減じて行う。例えば、ＢＤＭ
１の奇数列を処理した場合、Ｃ値はＢＤＭ１のＣ１ＯＤＤとなる。
【００５２】
図１１の処理ステップを、ＢＤＭ１の奇数および偶数列と、ＢＤＭ２の奇数および偶数列
に対して行う。この情報から、ＢＤＭ１の相関値Ｃ１はＣ１EVEN＋Ｃ１ODDに設定され（
ＢＤＭ１の列に対して図１１で決定した通り）、ＢＤＭ２の相関値Ｃ２はＣ２EVEN＋Ｃ２

ODDに設定される（ＢＤＭ１の列に対して図１１で決定した通り）。
【００５３】
図１２は、一列おきのコードのシフト方向が相関関係から決定できる理由を示す。例えば
、右向斜線に沿った丸Ａ１で示すように、第２列の最初の位置のＡ１から始まる斜線に沿
ったコードは、消去や誤差でない限り、この斜線に沿って一列おきに同じ値を有するべき
である。同様に、四角で囲まれたＢ１で示すように、右上隅から始まる斜線に沿ったコー
ドは、消去や誤差でない限り、この斜線に沿って一列おきに同じ値を有するべきである。
これは、それぞれＢ２、Ｂ３・・・から始まる奇数列での斜線に沿った値に対しても同様
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である。したがって、奇数列での左下向斜線に沿って強い相関があり、偶数列での右下向
斜線に沿って強い相関があることは、偶数列上のコードは右に、奇数列上のコードは左に
、それぞれシフトしていることを示唆する。
【００５４】
したがって、各ＢＤＭに対して４個の相関値が求められる。１）奇数列右から左、２）奇
数列左から右、３）偶数列右から左、４）偶数列左から右、に対する相関値である。これ
らの相関値から、偶数列、奇数列のそれぞれに対する最も強い相関値を選択して、ＢＤＭ
のＣEVENおよびＣODDとする（ステップ２２１６および２２１８）。次にＣEVENとＣODDと
を加算して、そのＢＤＭの最終Ｃ相関値を形成する。ステップ２２２０に関してこれまで
に説明したように、最強の相関値を有するＢＤＭが、０°または１８０°に配向されたＢ
ＤＭである。これは、奇数列および偶数列におけるコードの相対的配向のためである。つ
まり、選択されたＢＤＭに対して２つの局面が分かった。つまり、一行おきのコード列が
どの方向にずれているかと、ＢＤＭが水平方向に０°または１８０°に配向しているとい
うことである。別の相関処理ステップ２２３０を行って、各列のコードが（ずれている方
向に対して）伸びている方向を検出する。
【００５５】
奇数列のコードは一方向にずれており、偶数列のコードは別の方向にずれている。奇数列
および遇数列に伸びるそれぞれのコードが分かれば、これに関連させてこのコードのずれ
特性から、ＢＤＭの適切な０°配向を検出できる。
【００５６】
図８において、Ｃ１がＣ２よりも大きければ（ステップ２２２０）、ＢＤＭ１を選択して
更に処理する。Ｃ１がＣ２よりも大きいということは、ＢＤＭ１の一次元コードは非常に
強く相関しており、したがって０°または１８０°の配向であることを示す（ステップ２
２２４）。もし、Ｃ２がＣ１よりも大きければ、その時はＢＤＭ２を選択して更に処理す
る。これは、相関が高いということは、ＢＤＭ２が０°または１８０°の配向にあること
を示すからである（ステップ２２２４）。こうして、正確なＢＤＭを見つける。しかし、
獲得したイメージのアドレス位置を決定する前に、コンピュータ１７１２はまず、選択さ
れたＢＤＭが０°である（つまり、正確な配向）か、１８０°回転されているのかを検出
する。
【００５７】
　図９は、コンピュータ１７１２が、グリフカーペットの獲得領域のアドレスを決定する
ステップを示すフローチャートである。ＢＤＭが０°に配向されている場合、ＢＤＭの斜
線に沿ったビット位置は、一列おきに同じ値を有することが好適である。しかし、イメー
ジ獲得処理や、可視印による妨害により、ＢＤＭデータに誤差や消去が生じるかもしれな
い。こうした誤差や消去の影響を減らすために、コンピュータ１７１２は、奇数列がずれ
る方向の斜線に沿って多数票(majority vote)をとり、さらに、偶数列がずれる方向の各
斜線に沿った偶数列に対して多数票処理を繰り返す（ステップ２２２５）。この結果、奇
数列に対しては第１コード列（シーケンス）が、また偶数列に対しては第２コード列（シ
ーケンス）が、それぞれ得られる。多数票によって各ビット位置を正確に求められる範囲
において、第１および第２コード列（シーケンス）は、それぞれ奇数または偶数列セット
に対応するオリジナル疑似ノイズアドレス列のサブシーケンス（subsequence）と一致す
べきである。
【００５８】
次にコンピュータ１７１２は、前方にずれた列に対してオリジナル疑似ノイズアドレスコ
ード（ゲットコード１）を引き出し（ステップ２２２６）、後方にずれた列に対してオリ
ジナル疑似ノイズアドレスコード（ゲットコード２）を引き出す（ステップ２２２８）。
各コードセットＡおよびＢに対するオリジナル疑似ノイズアドレスコードと、多数票によ
って得られたコードとを使用して、コンピュータ１７１２は４つのクロス相関を行い（ス
テップ２２３０）、奇数および偶数列に対して、グリフ列とＰＮ列位置とのベストマッチ
を確立する。



(13) JP 4353591 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

【００５９】
特に、ＢＤＭにおいてステップ２２１１で選択した基準要素に最も近い隣接した２列を、
オリジナルアドレスカーペットを構成するそれぞれの完結ＰＮ列(complete PN sequences
)と相関させる。ＰＮ列は同一であり得る。前方および後方相関を各列に対して行う。４
つの相関から、４つのピーク相関値と位置値の対を求める。
【００６０】
１）　Ｐ１とＶ１。完結ＰＮ列と後向きに相関したコード１に対するピーク相関値および
対応位置をそれぞれ示す。
【００６１】
２）　Ｑ１とＵ１。完結ＰＮ列と前向きに相関したコード２に対するピーク相関値および
対応位置をそれぞれ示す。
【００６２】
３）　Ｐ２とＶ２。完結ＰＮ列と前向きに相関したコード１に対するピーク相関値および
対応位置をそれぞれ示す。
【００６３】
４）　Ｑ２とＵ２。完結ＰＮ列と後向きに相関したコード２に対するピーク相関値および
対応位置をそれぞれ示す。
【００６４】
　ピークの大きさに対応するＵｉおよびＶｉ位置値（ｉは１または２）を使用して、ステ
ップ２２１１で選択した基準要素に対応するＸ値およびＹ値を決定する。つまり、（Ｐ１
＋Ｑ１）＞（Ｐ２＋Ｑ２）であれば（ステップ２２３２）、Ｕ１とＶ１を使用して、ステ
ップ２２１１で選択した基準グリフ位置のＸおよびＹ位置を計算する（ステップ２２３６
）。（Ｐ１＋Ｑ１）≦（Ｐ２＋Ｑ２）であれば（ステップ２２３２）、Ｕ２とＶ２を使用
して、ステップ２２１１で選択した基準グリフ位置のＸおよびＹ位置を計算する（ステッ
プ２２３４）。次の式にしたがってアドレス情報を求める。
【００６５】
Ｘ＝（Ｖi－Ｕi＋全コード長）／２
Ｙ＝（Ｖi＋Ｕi－全コード長）／２
算出されたＸおよびＹ位置を戻す（ステップ２２３８）。斜線はＵおよびＶの定数値にそ
れぞれ対応し、列および行はＸおよびＹに対応する。ＵおよびＶを、アドレスパラメータ
として直接使用することもできる。
【００６６】
このようにして、ステップ２２１１で選択した基準点に関連したＸおよびＹ値を決定する
。コンピュータ１７１２はこの情報を使用して、論理基準を有するＸおよびＹ座標、つま
り論理基準と制御信号との組み合わせ（例えば、ボタンクリック）を、これから行う特定
動作に関連させる。例えば、ＸおよびＹ座標をインデックスとして使用し、コンピュータ
１７１２または、コンピュータ１７１２の監督下で他の装置が実行可能な動作のテーブル
を参照する。ＸおよびＹ座標をファイルオープンコマンドと関連させることができる。フ
ァイルオープンコマンドは、アドレス空間でＸおよびＹ座標の近くに位置するアイコンと
関連づけられたファイルを開く。実際、コンピュータ１７１２が行う任意動作を、特定の
ＸおよびＹ座標、つまりＸおよびＹ座標の範囲と関連させることができる。
【００６７】
図１３は、ユーザインターフェイスの実施の形態を示す。このユーザインターフェイスで
は、アドレスカーペット１２は複数のホットゾーンに分割される。各ホットゾーンはアド
レス範囲を有する。このアドレス範囲はグラフィック目的物に対応し、グラフィック目的
物はシステムの目的や機能に対応する。コンピュータ１７１２は、イメージ獲得によって
決定されたＸおよびＹアドレスを使用して、ユーザがアドレスカーペット１２のどの領域
を選択したかを検出する。例えば、アドレスがＸ＝１０５２およびＹ＝３２であれば、こ
れはアドレスカーペット１２の左上部分にあるので、ユーザは、ＣｌｏｓｅＷｉｎ．ａｖ
ｉを選択したことになる。コンピュータ１７１２はテーブルを使用して、ＸおよびＹ座標
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では、Ｘ＝１０５２およびＹ＝３２を、ユーザがＣｌｏｓｅＷｉｎ．ａｖｉを選択した時
に実行される１個以上の機能に関連させる。ボタン１７１５によって（一回以上のクリッ
ク等）、コンピュータ１７１２に始動の信号が送られる。あるいは、イメージ獲得台（im
age capture steady)をある時間保持する事によって、始動信号がコンピュータ１７１２
に伝えられる。位置選択の正確さは１グリフ単位であり、区別された選択の最小識別距離
(resolution of differentiated selection)は１グリフ単位と同じ程細かい。獲得選択装
置がアドレスカーペットをグリフ間隔の一部以内まで照会できれば、最小識別距離をグリ
フ単位の部分にまですることができる。たとえば、カメラピクセルは、一般的にグリフ間
隔の一部である。
【００６８】
したがって、本発明の方法、システム、および製品は、グリフアドレスカーペットを使用
するグラフィカルユーザインターフェイスを実施し易くする。本発明の実行に関する前記
の説明は例証としてあげたものである。したがって、寸分違わず説明通りの発明に制限さ
れるものではなく、上記の趣旨を超えることなく変形や変更を加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　セルフクロッキンググリフコードパタン及びその２進解釈（binary interpret
ation）の一部を示す図である。
【図２】　グリフアドレスカーペットを用いて実施されたユーザインターフェースの例を
示す図である。
【図３】　グリフアドレスカーペットのユーザ選択部分を捕捉し、この捕捉部分のグリフ
を復号化する画像捕捉システムのブロック図である。
【図４】　ホットゾーンを実行するユーザインタフェースの実施形態を示す図であ。
【図５】　カメラペン１７１０を用いる選択プロセスを示す図である。
【図６】　本発明の原理に一致する、図形ユーザインターフェースを実施するために用い
られる第２のタイプの選択プロセスを示す図である。
【図７】　グリフアドレスカーペット１７３２の符号化されたアドレスコードの実施形態
を示す図である。
【図８】　コンピュータ１７１２により、捕捉画像領域に実行される明確化及びアドレス
復号化プロセスを示すフローチャートである。
【図９】　コンピュータ１７１２により、捕捉画像領域に実行される明確化及びアドレス
復号化プロセスを示すフローチャートである。
【図１０】　カメラペン１７１０によって捕捉されたグリフ格子から形成された２進デー
タマトリクスを示す図である。
【図１１】　相関ステップ２１１６及び２１１８を実行するためのプロセスを示すフロー
チャートである。
【図１２】　捕捉された画像のグリフによって符号化されたアドレスを決定するための、
コンピュータ１７１２により実行される分析を示す図である。
【図１３】　アドレスカーペット１６１２が、それぞれのアドレス範囲を有する領域にど
のように分割されるかを示す図である。
【図１４】　Ｎ次元画像アドレス空間の読みとり可能な断片を示す図である。
【符号の説明】
　１７１０　画像捕捉装置（カメラペン）、１７１２　コンピュータシステム、１７２２
　プロセッサ、１７２８　フレームキャプチャ、１７３０　ディスプレイ、１７３２　グ
リフアドレスカーペット、２１１０　アドレスコード。
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